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付 議 事 件

報告第 １ 号 広陵町下水道条例の一部を改正する条例の

専決処分の報告について 〔 １ 頁〕

報告第 ２ 号 令和３年度広陵町一般会計補正予算（第１１号）

の専決処分の報告について 〔 ７ 頁〕

報告第 ３ 号 令和４年度広陵町土地開発公社予算について

〔２９頁〕

議案第 ９ 号 教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについて 〔３１頁〕

議案第１０号 広陵町教育・文化芸術振興基金条例の制定に

ついて 〔３３頁〕

議案第１１号 広陵町体育施設使用料適正化検討委員会設置

条例の制定について 〔３７頁〕

議案第１２号 広陵町行政組織条例の一部を改正することに

ついて 〔４１頁〕

議案第１３号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

することについて 〔４７頁〕

議案第１４号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する

ことについて 〔５１頁〕

議案第１５号 財政状況の公表に関する条例の一部を改正する

ことについて 〔５７頁〕

議案第１６号 広陵町放課後子ども育成教室条例の一部を改正

することについて 〔６１頁〕

議案第１７号 広陵町子ども医療費助成条例の一部を改正する

ことについて 〔６５頁〕

議案第１８号 広陵町町道の構造の技術的基準を定める条例

の一部を改正することについて 〔６９頁〕



議案第１９号 広陵町移動等円滑化のために必要な町道の構造

に関する基準を定める条例の一部を改正する

ことについて 〔７５頁〕

議案第２０号 広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正することについて 〔７９頁〕

議案第２１号 令和３年度広陵町一般会計補正予算（第１４号）

〔８３頁〕

議案第２２号 令和３年度広陵町学校給食特別会計補正予算

（第１号） 〔１５１頁〕

議案第２３号 令和３年度広陵町水道事業会計補正予算

（第３号） 〔１６３頁〕

議案第２４号 令和３年度広陵町下水道事業会計補正予算

（第１号） 〔１７３頁〕

〔議案第２５号から議案第３２号までは、令和４年度予算書〕

議案第２５号 令和４年度広陵町一般会計予算

議案第２６号 令和４年度広陵町国民健康保険特別会計予算

議案第２７号 令和４年度広陵町後期高齢者医療特別会計予算

議案第２８号 令和４年度広陵町介護保険特別会計予算

議案第２９号 令和４年度広陵町墓地事業特別会計予算

議案第３０号 令和４年度広陵町学校給食特別会計予算

議案第３１号 令和４年度広陵町水道事業会計予算

議案第３２号 令和４年度広陵町下水道事業会計予算

議案第３３号 第５次広陵町総合計画を定めることについて

〔１８５頁〕

議案第３４号 奈良県広域消防組合規約の変更について

〔１８７頁〕
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報 告 第 １ 号

広 陵 町 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 専 決

処 分 の 報 告 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に よ り 報 告 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 報 告

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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専 決 処 分 書

広 陵 町 下 水 道 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 地 方 自 治 法 （ 昭

和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 別

紙 の と お り 専 決 処 分 す る 。

令 和 ４ 年 １ 月 ３ １ 日 専 決

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町下水道条例の一部を改正する条例

広陵町下水道条例（昭和５９年３月広陵町条例第３号）の一部を

次のように改正する。

第１３条第１項第１０号中「第６条第４号」を「第６条第５号」

に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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報 告 第 ２ 号

令 和 ３ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ １ 号 ）

の 専 決 処 分 の 報 告 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 し た の で 、 同 条 第 ３ 項

の 規 定 に よ り 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 報 告

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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専 決 処 分 書

令 和 ３ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ １ 号 ） を 地 方 自

治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 １ ７ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 別 紙 の と お り 専 決 処 分 す る 。

令 和 ４ 年 １ 月 ４ 日 専 決

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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令 和 ３ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ １ 号 ）

令 和 ３ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ １ 号 ） は 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ３

２ ２ ， １ ２ ０ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳

出 そ れ ぞ れ １ ５ ， １ ２ ４ ， ８ ２ ７ 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、「 第 １ 表 歳 入

歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

令 和 ４ 年 １ 月 ４ 日 専 決

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

１　　特   別   職

（単位  千円）

区　　分
職員数 給　　　　　与　　　　　費

共済費 合　　計 備考
（人）

6,293 6,383 29,668 3,008 32,676

報　　酬 給　料 期末手当 その他 計

16,992

69,698 16,370 86,068

その他 716 30,004 4,410

議　員 14 50,112 19,586

34,414 34,414

計 732 80,116 16,992 25,879 10,793 133,780 19,378 153,158

補
正
前

長　等 2 16,992 6,293

補
正
後

長　等 2

6,383 29,668 3,008 32,676

議　員 14 50,112 19,586 69,698 16,370 86,068

その他 716 30,004 4,410 34,414 34,414

計 732 80,116 16,992 25,879 10,793 133,780 19,378 153,158

比
較

長　等

議　員

その他

２　　一   般   職

（１）総　括 （単位  千円）

区　　分
職員数
　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

計

補　正　後 520 305,010 845,933 679,177 1,830,120 286,456 2,116,576

補　正　前 518 304,310 845,933 677,677 1,827,920 286,456 2,114,376

比　　　較 2 700 1,500 2,200 2,200

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末・勤勉手当 管理職手当

補 正 後

比    較

17,492 53,444 353,419 27,012

補 正 前 17,492 53,444 353,419 27,012

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

補 正 後 21,687 13,314 36 192,773

補 正 前 20,187 13,314 36 192,773

比    較 1,500
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　ア　会計年度任用職員以外の職員

240,812 1,657,659

（単位  千円）

区　　分
職員数
　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　後 251 795,096 621,751 1,416,847

補　正　前 251 795,096 620,251 1,415,347 240,812 1,656,159

比　　　較 1,500 1,500 1,500

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末・勤勉手当 管理職手当

補 正 後

比    較

17,492 50,390 311,227 27,012

補 正 前 17,492 50,390 311,227 27,012

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

補 正 後 20,535 12,456 36 182,603

補 正 前 19,035 12,456 36 182,603

比    較 1,500

　イ　会計年度任用職員 （単位  千円）

区　　分
職員数
　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　後 269 305,010 50,837 57,426 413,273 45,644 458,917

補　正　前 267 304,310 50,837 57,426 412,573 45,644 458,217

比　　　較 2 700 700 700

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 管理職手当

補 正 後

比    較

3,054 42,192

補 正 前 3,054 42,192

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

補 正 後 1,152 858 10,170

補 正 前 1,152 858 10,170

比    較
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（単位  千円）

区　　分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

報　　酬 700

制度改正に
伴う増減分

その他の
増減分

700
住民税非課税世帯及び家計急変世
帯臨時特別給付金対応による会計
年度任用職員増員分

給　　料

給与改定に
伴う増減分

その他の
増減分

その他の
増減分

1,500
住民税非課税世帯及び家計急変世
帯臨時特別給付金対応による増

（３）給料及び職員手当の状況

職員手当 1,500

給与改定に
伴う増減分

ア　職員一人当たり給与

　　　　　　　区　　　　　　　　　　　　　分　　　　　　　　
一般事務
・技術職

技能労務職 特定任期付職員

令和３年１１月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 279,134 262,200 －

平　均　年　齢　　（歳）

平 均 給 与 月 額 （円） 321,712 278,932 －

平　均　年　齢　　（歳） 40 59 －

高　　　校　　　卒 150,600 150,600

短　　　学　　　卒 163,100 163,100

39 58 －

イ　初任給
（円）

区　　　　　　　　分 一　般　事　務　・　技　術　職
国　　　の　　　制　　　度

一　　　　　般　　　　　職

令和３年１月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 280,019 262,200 －

平 均 給 与 月 額 （円） 323,306 278,932 －

大　　　学　　　卒 182,200 182,200
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

１級 合計

ウ　級別職員数

区             分
一     般　　事　　務　　・　　技　　術　　職

級 ７級 ６級 ５級

令和３年１１月１日現在
職員数（人） 6 28 20 36

４級 ３級 ２級

44 54 58 246

構成比（％） 2.4 11.4 8.1 14.6

24 53 53 60 247

17.9 22.0 23.6 100

合計

21.5 24.3 100

区             分
技　　　　　能　　　　　労　　　　　務　　　　　職

級 ４級 ３級 ２級

構成比（％） 2.4 10.1 10.5 9.7 21.5
令和３年１月１日現在

職員数（人） 6 25 26

令和３年１１月１日現在
職員数（人） 2

１級

2

構成比（％） 100

2

100

合計

100

区             分
特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

級 ５号 ４号 ３号

構成比（％） 100
令和３年１月１日現在

職員数（人） 2

令和３年１１月１日現在
職員数（人）

２号 １号

構成比（％）

７　　　　　級 理事及び部長の職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹の職務

５　　　　　級
課長補佐、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任教諭及び上席
主任保育士の職務

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

構成比（％）
令和３年１月１日現在

職員数（人）

１　　　　　級 主事補若しくは技師補又は定型的な業務を行う職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士の職務

３　　　　　級 主任若しくは主任技師又は相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 主事若しくは技師又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（特定任期付職員　　号別の標準的な職務内容）

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

７　　　　　級 理事及び部長に相当する職務

３　　　　　級 相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

１　　　　　級 定型的な業務を行う職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹に相当する職務

５　　　　　級
課長補佐、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任教諭及び上席
主任保育士に相当する職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士に相当する職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

５　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な
業務で重要なものに従事する場合

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する
場合

４　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な
業務に従事する場合

３　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務
に従事する場合

２　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従
事する場合
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エ　昇給

区     　　　　　　　分 合　　　　計
代 表 的 な 職 種

一般職 技能労務職

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 251 249 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 224 222 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 89.2 89.2 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 3 3

２号給（人） 23 21 2

５号給以上（人）

29 29

４号給（人） 169 169

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 251 249 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 224 222 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 89.2 89.2 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 3 3

２号給（人） 23 21 2

５号給（人）

29 29

４号給（人） 169 169

補 正 後 2.225 2.225 4.45 有

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計
（月　分）

職制上の段階、職務の級
等による加算措置

備　考
６月(月分) １２月(月分)

国の制度 2.225 2.225 4.45 有

補 正 前 2.225 2.225 4.45 有
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カ　定年退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

支 給 率 24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

区　　分
20年勤続の
者（月分）

25年勤続の
者（月分）

35年勤続の
者（月分）

最高限度
（月分）

備考
その他の加算
措置等

支 給 率 （ ％ ） 6 20

支 給 対 象 職 員 数 （人） 250

区　　　　　　　　　　　　分 全職員

支 給 対 象 地 域 町内全域 東京都の特別区の区域

国の制度
（支給率）

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

給料総額に対する比率（％） 0.002 0.002 －

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( ％ )
( 令 和 3 年 11 月 1 日 現 在 )

1.200 1.200 －

国の指定基準に基づく支給率
（ ％ ）

6 20

区　　　　分 全　　職　　種
代　表　的　な　職　種

一般職 技能労務職

住　　　居　　　手　　　当 同

通　　　勤　　　手　　　当 同

代表的な特殊勤務手当の名称
防疫作業従事手当
行旅病人又は行旅死亡人収容護送作業従事手当
犬、猫等死体処理従事手当

区　　　　　　　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同 差 　異 　の 　内 　容

扶　　　養　　　手　　　当 同
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報 告 第 ３ 号

令 和 ４ 年 度 広 陵 町 土 地 開 発 公 社 予 算 に つ い て

地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ２ ４ ３ 条 の ３ 第

２ 項 の 規 定 に よ り 、 広 陵 町 土 地 開 発 公 社 の 予 算 を 別 紙 の と お

り 報 告 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 報 告

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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議 案 第 ９ 号

教育委員会の委員の任命につき同意を求めること

について

次の者を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。

令和４年３月４日提出

広陵町長 山 村 吉 由

住 所 奈良県北 城郡広陵町大字百済１１６６番地

氏 名 松井 秀史
まつ い ひで ふみ

生年月日

任 期 ４年

令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで

IC014
四角形
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議 案 第 １ ０ 号

広陵町教育・文化芸術振興基金条例の制定について

広 陵 町 教 育 ・ 文 化 芸 術 振 興 基 金 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す

る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町教育・文化芸術振興基金条例

（設置）

第１条 全ての町民が等しく教育を受け、文化芸術を創造し、享受

するための事業の資金に充てるため、広陵町教育・文化芸術振興

基金（以下「基金」という。）を設置する。

（積立て）

第２条 基金として積み立てる額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条の事業の経費に充てるために寄附された寄附金の額

(2) 一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める額

（管理）

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実か

つ有利な方法により保管しなければならない。

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証

券に代えることができる。

（運用益金の処理）

第４条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金の設

置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に

編入するものとする。

（繰替運用）

第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し

の方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰

り替えて運用することができる。

（処分）

第６条 基金は、その目的の財源に充てる場合に限り、基金の全部

又は一部を処分することができる。

（委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事

項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 １ １ 号

広陵町体育施設使用料適正化検討委員会設置条例

の 制 定 に つ い て

広 陵 町 体 育 施 設 使 用 料 適 正 化 検 討 委 員 会 設 置 条 例 を 別 紙 の

と お り 制 定 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町体育施設使用料適正化検討委員会設置条例

（設置）

第１条 本町が管理運営する体育施設の使用料について受益者負担

の適正化を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１３８条の４第３項に規定する附属機関として、広陵町体育施設

使用料適正化検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その意見を教

育委員会に答申するものとする。

(1) 体育施設使用料の額に関すること。

(2) 体育施設使用料の減額及び免除に関すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会が体育施設の使用料

の適正化に関し必要と認めること。

（組織）

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 体育施設の管理及び運営に関し識見を有する者

(2) 町内社会体育関係団体を代表する者

(3) 施設利用者

(4) 公募による者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２条の規定による答申の日

までとする。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は

委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
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（会議）

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集

し、その議長となる。

２ 会議は、公開とする。

３ 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開く

ことができない。

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

（関係者の出席等）

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必

要な資料の提出を求め、又は会議への出席を求めて意見若しくは

説明を聴くことができる。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、体育施設管理運営担当課において処理す

る。

（その他）

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な

事項は、委員長が会議に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正）

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年１０月広陵町条例第３０号）の一部を次のように改

正する。

別表に次の１項を加える。

６６ 広陵町体育施設使用料 日額 ８，０００円
適正化検討委員会の委員
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議 案 第 １ ２ 号

広陵町行政組織条例の一部を改正することについて

広陵町行政組織条例（昭和４７年９月広陵町条例第１９ 号 ）

の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町行政組織条例の一部を改正する条例

広陵町行政組織条例（昭和４７年９月広陵町条例第１９号）の一

部を次のように改正する。

「福

第１条に見出しとして「（部の設置）」を付し、同条の表中 生

事

「けんこう福祉部
祉部

住民環境部
活部 を に改める。

地域振興部
業部」

都市整備部 」

第２条に見出しとして「（局、課、室及び係の設置等）」を付し、

同条第１項中「必要な」を「必要に応じて局を、部及び局の下に」

に改め、「課の下に」の次に「必要に応じて室を、課及び室の下に」

を加え、同条第２項中「部及び課並びに」を「局、課、室及び」に

改め、同条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。

（部の事務分掌）

第２条 部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

企画部

(1) 秘書、儀式、交際及び渉外に関すること。

(2) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(3) 町行政の総合政策及び総合調整に関すること。

(4) 特命事項の調整及び推進に関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 情報化に関すること。

総務部

(1) 議会及び町行政一般に関すること。

(2) 例規その他の文書に関すること。
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(3) 予算その他の財務に関すること。

(4) 町有財産に関すること。

(5) 入札及び検査に関すること。

(6) 町税の賦課及び徴収に関すること。

(7) 危機管理及び防災に関すること。

(8) 地域安全に関すること。

けんこう福祉部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障がい者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 地域包括ケアシステムに関すること。

(7) 健康及び保健衛生に関すること。

(8) 児童福祉に関すること。

(9) 子ども家庭総合支援に関すること。

住民環境部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 福祉医療に関すること。

(5) 環境衛生及び一般廃棄物に関すること。

(6) 環境政策に関すること。

地域振興部

(1) 自治振興及びコミュニティに関すること。

(2) 協働の推進に関すること。

(3) 人権施策に関すること。

(4) 商工業及び観光に関すること。
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(5) 企業立地に関すること。

(6) 農業に関すること。

都市整備部

(1) 道路、橋りょう及び準用河川に関すること。

(2) 災害対策に関すること。

(3) 公園及び緑化等に関すること。

(4) 住宅に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(6) 開発指導に関すること。

(7) 用地買収及び土地収用に関すること。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正）

２ 広陵町情報公開・個人情報保護審査会設置条例（平成１７年３

月広陵町条例第６号）の一部を次のように改正する。

第１２条中「総務部情報システム課」を「情報公開・個人情報

保護担当課」に改める。

（広陵町行政改革推進委員会設置条例の一部改正）

３ 広陵町行政改革推進委員会設置条例（昭和６０年６月広陵町条

例第２３号）の一部を次のように改正する。

第７条中「企画財政課」を「行政改革推進担当課」に改める。

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

４ 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年８月広陵町条例

第１９号）の一部を次のように改正する。

別表第２の５級の項中「課長補佐」の次に「、室長、参事」を

加える。
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（広陵町ごみ減量等推進審議会条例の一部改正）

５ 広陵町ごみ減量等推進審議会条例（平成１２年９月広陵町条例

第３号）の一部を次のように改正する。

第９条中「ごみ対策室」を「ごみ減量等推進担当課」に改める。

（広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改

正）

６ 広陵町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４

３年３月広陵町条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項中「事業部」を「都市整備部」に改める。
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議 案 第 １ ３ 号

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

こ と に つ い て

職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例

第 １ ５ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

職員の育児休業等に関する条例（平成４年３月広陵町条例第１５

号）の一部を次のように改正する。

第２条第４号ア（ア）を削り、同号ア（イ）中「特定職に引き続

き」を「引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」とい

う。）に」に改め、同号ア（イ）を同号ア（ア）とし、同号ア（ウ）

を同号ア（イ）とする。

第１７条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数

及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して町長が規則で定める」に改め、

同号ア及びイを削る。

第２１条を第２３条とし、第２０条の次に次の２条を加える。

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等）

第２１条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又は

その配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実

を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度そ

の他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当

該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければ

ならない。

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由と

して、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしな

ければならない。

（勤務環境の整備に関する措置）

第２２条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるよ

うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

附 則

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
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議 案 第 １ ４ 号

広陵町国民健康保険税条例の一部を改正すること

に つ い て

広 陵 町 国 民 健 康 保 険 税 条 例 （ 昭 和 ４ ０ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例 第

５ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

広陵町国民健康保険税条例（昭和４０年３月広陵町条例第５号）

の一部を次のように改正する。

第３条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条

第１項中「１００分の７．２」を「１００分の７．５」に改める。

第４条の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同条

中「２６，１００円」を「２６，７００円」に改める。

第４条の２の見出し中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、

同条第１号中「第２２条」を「第２２条第１項」に、「２５，００

０円」を「２２，０００円」に改め、同条第２号中「１２，５００

円」を「１１，０００円」に改め、同条第３号中「１８，７５０円」

を「１６，５００円」に改める。

第５条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削り、「１

００分の２．６」を「１００分の２．９」に改める。

第６条の２中「９，１００円」を「１１，０００円」に改める。

第７条中「１００分の２．８」を「１００分の３．２」に改める。

第８条の２中「１６，６００円」を「１７，１００円」に改める。

第２２条中「及びカ」を削り、同条第１号中「第７０３条の５」

を「第７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「係る」の次に「基

礎課税額の」を加え、「１８，２７０円」を「１８，６９０円」に

改め、同号イ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同号イ

（ア）中「１７，５００円」を「１５，４００円」に改め、同号イ

（イ）中「８，７５０円」を「７，７００円」に改め、同号イ（ウ）

中「１３，１２５円」を「１１，５５０円」に改め、同号ウ中「６

，３７０円」を「７，７００円」に改め、同号オ中「１１，６２０

円」を「１１，９７０円」に改め、同条第２号中「第７０３条の５」
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を「第７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「係る」の次に「基

礎課税額の」を加え、「１３，０５０円」を「１３，３５０円」に

改め、同号イ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同号イ

（ア）中「１２，５００円」を「１１，０００円」に改め、同号イ

（イ）中「６，２５０円」を「５，５００円」に改め、同号イ（ウ）

中「９，３７５円」を「８，２５０円」に改め、同号ウ中「４，５

５０円」を「５，５００円」に改め、同号オ中「８，３００円」を

「８，５５０円」に改め、同条第３号中「第７０３条の５」を「第

７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「係る」の次に「基礎課税

額の」を加え、「５，２２０円」を「５，３４０円」に改め、同号

イ中「係る」の次に「基礎課税額の」を加え、同号イ（ア）中「５

，０００円」を「４，４００円」に改め、同号イ（イ）中「２，５

００円」を「２，２００円」に改め、同号イ（ウ）中「３，７５０

円」を「３，３００円」に改め、同号ウ中「１，８２０円」を「２

，２００円」に改め、同号オ中「３，３２０円」を「３，４２０円」

に改め、同条に次の１項を加える。

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日

以後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」

という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被

保険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき

算定した被保険者均等割額（前項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）

は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人につ

いて次に定める額
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ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４，００５

円

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ６，６７５

円

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １０，６８

０円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １３，３５０円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未

就学児１人について次に定める額

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，６５０

円

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，７５０

円

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ４，４００

円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ５，５００円

第２２条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」

を「前条第１項第１号」に改め、「中「総所得金額」の次に「及び」

を、「第３号において同じ。）」の次に「及び」を加える。

附則第２項中「第２２条」を「第２２条第１項」に、「第７０３

条の５」を「第７０３条の５第１項」に改める。

附則第３項中「第２２条」を「第２２条第１項」に改める。

附則第４項中「第２２条」を「第２２条第１項」に改め、「租税

特別措置法」の次に「（昭和３２年法律第２６号）」を加える。

附則第６項中「第２２条」を「第２２条第１項」に改める。
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附則第７項中「第６条、第８条及び第２３条」を「第５条、第７

条及び第２２条第１項」に、「第２３条」を「第２２条第１項」に

改める。

附則第８項から第１３項までの規定中「第２２条」を「第２２条

第１項」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の広陵町国民健康保険税条例の規定は、

令和４年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和

３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
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議 案 第 １ ５ 号

財 政 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

こ と に つ い て

財 政 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ３ ６ 年 １ ０ 月 広 陵 町 条

例 第 ２ ０ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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財政状況の公表に関する条例の一部を改正する条例

財政状況の公表に関する条例（昭和３６年１０月広陵町条例第２

０号）の一部を次のように改正する。

第２条の見出し中「期日」を「時期」に改め、同条第１項中「２

月１日」を「６月」に、「８月１日」を「１２月」に改め、同条第

２項中「期日」を「時期」に改める。

第３条第１項中「２月１日」を「６月」に、「前年７月１日から

１２月３１日まで」を「前年１０月１日から３月３１日まで」に改

め、同条第２項中「８月１日」を「１２月」に、「１月１日から６

月３０日まで」を「４月１日から９月３０日まで」に改める。

第４条第１項中「広陵町公告式条例（昭和３０年４月広陵町条例

第５号）による告示の例」を「町広報紙又は町ホームページに掲載

する方法」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 １ ６ 号

広 陵 町 放 課 後 子 ど も 育 成 教 室 条 例 の 一 部 を 改 正

す る こ と に つ い て

広 陵 町 放 課 後 子 ど も 育 成 教 室 条 例 （ 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 広 陵 町

条 例 第 １ ５ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町放課後子ども育成教室条例の一部を改正する条例

広陵町放課後子ども育成教室条例（平成２０年３月広陵町条例第

１５号）の一部を次のように改正する。

第１条を次のように改める。

（設置）

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」とい

う。）第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業及び

町内の小学校に在籍する児童（以下「児童」という。）のうち当

該事業の対象とならない児童に対する同様の事業を実施するため、

広陵町放課後子ども育成教室（以下「クラブ」という。）を設置

する。

第２条の表もくせいクラブの項を削る。

第３条中「児童は」の次に「、次の各号のいずれかに該当し、か

つ」を加え、同条に次の各号を加える。

(1) 法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業の対

象となる児童

(2) その他町長が放課後に居場所を必要と認める児童

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



- 64 - 



- 65 - 

議 案 第 １ ７ 号

広 陵 町 子 ど も 医 療 費 助 成 条 例 の 一 部 を 改 正 す る

こ と に つ い て

広 陵 町 子 ど も 医 療 費 助 成 条 例 （ 昭 和 ４ ８ 年 ９ 月 広 陵 町 条 例

第 ３ １ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町子ども医療費助成条例の一部を改正する条例

広陵町子ども医療費助成条例（昭和４８年９月広陵町条例第３１

号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中「１５歳」を「１８歳」に改め、同条第４項を削

り、同条第５項を同条第４項とする。

第４条第２項中「乳幼児又は就学児」を「子ども」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年８月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の広陵町子ども医療費助成条例の規定は、

この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成につ

いて適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成について

は、なお従前の例による。
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議 案 第 １ ８ 号

広 陵 町 町 道 の 構 造 の 技 術 的 基 準 を 定 め る 条 例 の

一 部 を 改 正 す る こ と に つ い て

広 陵 町 町 道 の 構 造 の 技 術 的 基 準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年

１ ２ 月 広 陵 町 条 例 第 １ ０ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町町道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正す

る条例

広陵町町道の構造の技術的基準を定める条例（平成２４年１２月

広陵町条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１８号中「車道」の次に「（自転車通行帯を除

く。）」を加え、同号を同項第１９号とし、同項第１２号から同項

第１７号までを１号ずつ繰り下げ、同項第１１号の次に次の１号を

加える。

(12) 自転車通行帯 自転車を安全かつ円滑に通行させるために設

けられる帯状の車道の部分をいう。

第４条第１項中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、同

条第５項本文中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加

える。

第６条第２項中「副道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を

加える。

第８条の次に次の１条を加える

（自転車通行帯）

第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の

道路（自転車道に設ける道路を除く。）には、車道の左端寄り（停

車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。）

に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでな

い。

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車

及び歩行者の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路（自転車
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道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）には、安全か

つ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある

場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものと

する。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、１メートルまで縮小することができる。

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮

して定めるものとする。

第９条第１項中「又は第４種の道路」を「（第４級及び第５級を

除く。次項において同じ。）又は第４種（第３級及び第４級を除く。

同項において同じ。）の道路で設計速度が１時間につき６０キロメ

ートル以上であるもの」に改め、同条第２項中「道路（」を「道路

で設計速度が１時間につき６０キロメートル以上であるもの（」に

改める。

第１０条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加

える。

第１１条第１項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」

を加える。

第３０条第３号中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」

を加える。

第３１条中「横断歩道橋等」の次に「、自動運行補助施設」を加

える。

第３８条中「第８条」の次に「、第８条の２第３項」を加える。
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本則に次の１条を加える。

（歩行者利便増進道路）

第４１条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩

行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若し

くは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設け

るものとする。

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計

画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等

を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要

があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者

の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。

３ 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１０条第１項に規

定する新設特定道路を除く。）は、同項に規定する道路移動等円

滑化基準に適合する構造とするものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 １ ９ 号

広 陵 町 移 動 等 円 滑 化 の た め に 必 要 な 町 道 の 構 造

に関する基準を定める条例の一部を改正すること

に つ い て

広 陵 町 移 動 等 円 滑 化 の た め に 必 要 な 町 道 の 構 造 に 関 す る 基

準 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ２ ４ 年 １ ２ 月 広 陵 町 条 例 第 １ ２ 号 ） の

一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例

広陵町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定

める条例（平成２４年１２月広陵町条例第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。

目次中「歩道等」を「歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造」

に、「立体横断施設」を「立体横断施設の構造」に、「乗合自動車

停留所」を「乗合自動車停留所の構造」に、「自動車駐車場」を「自

動車駐車場の構造」に改める。

第２条第１号中「自転車歩行者道」の次に「、自転車歩行者専用

道路、歩行者専用道路」を、「必要な幅員」の次に「又は道路構造

条例第４１条第１項の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員」を加

える。

「第２章 歩道等」を「第２章 歩道等及び自転車歩行者専用道

路等の構造」に改める。

第３条中「ものを」を「道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者

専用道路を」に改める。

第４条第３項中「又は」を「若しくは」に改め、「いう。）」の

次に「又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路（以下

「自転車歩行者専用道路等」という。）」を、「当該歩道等」の次

に「又は自転車歩行者専用道路等」を加え、同項を同条第５項とし、

同条第２項の次に次の２項を加える。

３ 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造条例第３９条第

１項に規定する幅員の値以上とするものとする。

４ 歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造条例第４０条第１項に

規定する幅員の値以上とするものとする。
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第５条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を加

える。

第６条第１項中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」

を加え、同条第２項中「除く。）」の次に「又は自転車歩行者専用

道路等」を加える。

「第３章 立体横断施設」を「第３章 立体横断施設の構造」に

改める。

第１２条第２号中「装置」を「設備」に改め、同条第５号中「は

め込まれていること」の次に「又は籠外及び籠内に画像を表示する

設備が設置されていること」を加え、「籠外から籠内が」を「籠外

にいる者と籠内にいる者が互いに」に改め、同条第８号、第９号及

び第１３号中「装置」を「設備」に改める。

第１３条各号列記以外の部分中「以下」の次に「この条において」

を加える。

「第４章 乗合自動車停留所」を「第４章 乗合自動車停留所の

構造」に改める。

「第５章 自動車駐車場」を「第５章 自動車駐車場の構造」に

改める。

第３１条第１項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」

を加える。

第３２条中「歩道等」の次に「又は自転車歩行者専用道路等」を

加える。

第３３条第１項中「歩道等」の次に「、自転車歩行者専用道路等」

を加える。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議 案 第 ２ ０ 号

広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

す る こ と に つ い て

広 陵 町 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 （ 昭 和 ４ １ 年 ８ 月 広 陵

町 条 例 第 １ ６ 号 ） の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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広陵町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

広陵町消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年８月広陵町条例

第１６号）の一部を次のように改正する。

第３条第２項ただし書を削る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に担保に供されている傷病補償年金又は

年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利は、この条例

の施行の日以後も、なお従前の例により担保に供することができ

る。
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議 案 第 ２ １ 号

令 和 ３ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ ４ 号 ）

令 和 ３ 年 度 広 陵 町 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ ４ 号 ） は 、 次 に

定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ３

２ ５ ， ３ ４ ６ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳

出 そ れ ぞ れ １ ５ ， ６ ０ ２ ， ３ ０ ５ 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、「 第 １ 表 歳 入

歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 繰 越 明 許 費 の 補 正 ）

第 ２ 条 既 定 の 繰 越 明 許 費 の 追 加 は 、「 第 ２ 表 繰 越 明 許 費

補 正 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）

第 ３ 条 既 定 の 地 方 債 の 追 加 及 び 変 更 は 、「 第 ３ 表 地 方 債

補 正 」 に よ る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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第２表 　繰越明許費補正

１ 追 加

事      業

1 総務管理費
本庁・総合保健福祉会館UPS整備
事業

3
戸籍住民基本台
帳費

社会保障・税番号制度システム
整備費

高圧受変電設備更新事業

非常用自家発電機設備改修事業

住民税非課税世帯等臨時特別給
付金事業

子育て世帯臨時特別給付事業

子育て世帯臨時特別給付事業
（町単独分）

防災重点ため池防災減災整備事
業

農地情報収集タブレット購入事
業

2 道路橋りょう費

 社会資本整備総合交付金事業
　 ・百済中央線バイパス整備
　 ・百済３号線整備
　 ・赤部２６号線整備
　 ・橋りょう長寿命化修繕
　 ・狭あい道路整備等促進
　 ・南２号線整備
　 ・南３０号線道路整備
　 ・平尾疋相線整備
 　・交通安全施設等（百済赤
　　部線）整備
　 ・通学路対策事業

3 河川費 沢地区清福寺池護岸整備事業

西谷公園整備事業

大規模盛土造成地の第２次スク
リーニング計画作成業務

2 総務費

土木費

４５，４３８

３２０

1 農業費

２，０３８

4

款 項 金    額

千円

７，４８０

４，５６５

3 民生費

都市計画費

6

５６，０００

5 農商工費

1 社会福祉費

１１，１００

１０，０００

2 児童福祉費

７，５４８

９，８００

１６２，７０８

１０，０００

３０，０００
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7 消防費 1 消防費
広陵町地域防災計画改訂委託業
務

東小学校トイレ改修事業

西小学校非常用放送設備設置事
業

2 小学校費
3 中学校費

3 中学校費 広陵中学校トイレ改修事業

８，７７４

４６，３８７

９，９００

小中学校教員用情報機器整備事
業

３，８１３

2 小学校費

教育費

５２，２２８

8

学校保健特別対策事業（感染症
対策等の学校教育活動継続支援
事業）

１，４６２
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第３表  地方債補正

１　　追　加

千円

２　　変　更

千円 千円

普通貸
借又は
証券発
行

3.0％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

普通貸
借又は
証券発
行

3.0％以内
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金について
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

同上 同上 同上 同上

同上 同上 同上 同上

同上 同上 同上 同上

同上 同上 同上 同上

同上 同上 同上 同上

同上

償 還 の 方 法限度額限度額 償 還 の 方 法

補　　正　　後

利  率
起債の
方  法

小・中学校トイレ洋式
化事業

  政府資金については、その
融資条件により、銀行その他
の場合は、その債権者との協
定による。ただし、財政の都
合により繰上償還し、又は、
低利に借り換えすることがで
きる。

起債の
方  法

利  率

非常用放送設備設置事業 5,900 同上 同上

償還の方法

68,600

3.0％以内（た
だし、利率見直
し方式で借り入
れる政府資金及
び地方公共団体
金融機構資金に
ついて利率の見
直しを行った後
においては、当
該見直し後の利
率）

町道整備事業 285,900 同上 291,300 同上

普通貸借又は証券
発行

起債の目的

198,000 同上 204,100

150,000 21,400

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率

補　　正　　前

同上

総合保健福祉会
館ＥＳＣＯ事業

清福寺池護岸整
備 事 業

28,800 同上 48,000

　政府資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合は、その債権
者との協定によ
る。ただし、財
政の都合により
繰上償還し、又
は、低利に借り
換えすることが
できる。

　政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合は、そ
の債権者との協定
による。ただし、
財政の都合により
繰上償還し、又
は、低利に借り換
えすることができ
る。

同上

内水対策事業

巣 山 古 墳
整 備 事 業

14,400 同上 9,000 同上

西 谷 公 園
整 備 事 業

34,200 同上 26,100 同上
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補 正 前 21,687 13,314 36 192,773

比    較 △ 1,053 △ 825 △ 4,273

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

補 正 後 20,634 12,489 36 188,500

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末・勤勉手当 管理職手当

補 正 後

比    較 △ 2,108 △ 1,319 △ 4,444 △ 906

15,384 52,125 348,975 26,106

補 正 前 17,492 53,444 353,419 27,012

比　　　較 △ 2,900 △ 19,301 △ 14,928 △ 37,129 △ 8,476 △ 45,605

補　正　前 520 305,010 845,933 679,177 1,830,120 286,456 2,116,576

補　正　後 520 302,110 826,632 664,249 1,792,991 277,980 2,070,971

２　　一   般   職

（１）総　括 （単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

計 △ 360 △ 108 △ 302 △ 770 △ 138 △ 908

比
較

長　等 △ 360

議　員

△ 108 △ 302 △ 770 △ 138 △ 908

その他

計 732 80,116 16,992 25,879 10,793 133,780 19,378 153,158

その他 716 30,004 4,410 34,414 34,414

補
正
前

長　等 2 16,992 6,293

補
正
後

長　等 2

6,383 29,668 3,008 32,676

議　員 14 50,112 19,586 69,698 16,370 86,068

計 732 80,116 16,632 25,771 10,491 133,010 19,240 152,250

69,698 16,370 86,068

その他 716 30,004 4,410

議　員 14 50,112 19,586

34,414 34,414

6,185 6,081 28,898 2,870 31,768

報　　酬 給　料 期末手当 その他 計

16,632

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

１　　特   別   職

（単位  千円）

区　　分 職員数 給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

（人）
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補 正 前 1,152 858 10,170

比    較 △ 50 △ 2,300

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

補 正 後 1,152 808 7,870

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末手当 管理職手当

補 正 後

比    較 △ 620 △ 530

2,434 41,662

補 正 前 3,054 42,192

比　　　較 △ 2,900 △ 3,500 △ 3,500 △ 9,900 △ 3,500 △ 13,400

補　正　前 269 305,010 50,837 57,426 413,273 45,644 458,917

補　正　後 269 302,110 47,337 53,926 403,373 42,144 445,517

　イ　会計年度任用職員 （単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補 正 前 20,535 12,456 36 182,603

比    較 △ 1,053 △ 775 △ 1,973

区　　分 時間外勤務手当 通勤手当 特殊勤務手当 その他の手当

補 正 後 19,482 11,681 36 180,630

（単位  千円）

職員手当の内訳

区　　分 扶養手当 地域手当 期末・勤勉手当 管理職手当

補 正 後

比    較 △ 2,108 △ 699 △ 3,914 △ 906

15,384 49,691 307,313 26,106

補 正 前 17,492 50,390 311,227 27,012

比　　　較 △ 15,801 △ 11,428 △ 27,229 △ 4,976 △ 32,205

補　正　前 251 795,096 621,751 1,416,847 240,812 1,657,659

　ア　会計年度任用職員以外の職員

235,836 1,625,454

（単位  千円）

区　　分
職員数

　（人）

給　　　　　与　　　　　費
共済費 合　　計 備考

報　　酬 給　　料 職員手当 計

補　正　後 251 779,295 610,323 1,389,618
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

大　　　学　　　卒 182,200 182,200

高　　　校　　　卒 150,600 150,600

短　　　学　　　卒 163,100 163,100

40 59 －

イ　初任給
（円）

区　　　　　　　　分 一　般　事　務　・　技　術　職
国　　　の　　　制　　　度

一　　　　　般　　　　　職

令和３年１１月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 279,134 262,200 －

平 均 給 与 月 額 （円） 321,712 278,932 －

平　均　年　齢　　（歳）

平 均 給 与 月 額 （円） 338,961 297,258 －

平　均　年　齢　　（歳） 40 59 －

ア　職員一人当たり給与

　　　　　　　区　　　　　　　　　　　　　分　　　　　　　　
一般事務
・技術職

技能労務職 特定任期付職員

令和４年２月１日現在

平 均 給 料 月 額 （円） 279,647 264,300 －

その他の
増減分

△ 14,928

保育士等の処遇改善による増
    会計年度任用職員以外の職員
                        37千円
              会計年度任用職員
                         4千円
人事異動等による減
    会計年度任用職員以外の職員
                  △11,465千円
人員未確保による減
              会計年度任意職員
                   △3,504千円

（３）給料及び職員手当の状況

職員手当 △ 14,928

給与改定に
伴う増減分

給　　料 △ 19,301

給与改定に
伴う増減分

その他の
増減分

△ 19,301

保育士等の処遇改善による増
    会計年度任用職員以外の職員
                       595千円
              会計年度任用職員
                        95千円
人事異動等による減
    会計年度任用職員以外の職員
                  △16,396千円
人員未確保による減
              会計年度任用職員
                   △3,595千円

報　　酬 △ 2,900

制度改正に
伴う増減分

その他の
増減分

△ 2,900
勤務時間減少による減
              会計年度任用職員
                   △2,900千円

（単位  千円）

区　　分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説          明 備       考



- 147 - 

（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

１　　　　　級 主事補若しくは技師補又は定型的な業務を行う職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士の職務

３　　　　　級 主任若しくは主任技師又は相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 主事若しくは技師又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務

７　　　　　級 理事及び部長の職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹の職務

５　　　　　級
課長補佐、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任教諭及び上
席主任保育士の職務

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

構成比（％）
令和３年１１月１日現在

職員数（人）

構成比（％）
令和４年２月１日現在

職員数（人）

２号 １号 合計

100

区             分
特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

級 ５号 ４号 ３号

構成比（％） 100
令和３年１１月１日現在

職員数（人） 2

2

構成比（％） 100

2

100
令和４年２月１日現在

職員数（人） 2

１級 合計

22.0 23.6 100

区             分
技　　　　　能　　　　　労　　　　　務　　　　　職

級 ４級 ３級 ２級

構成比（％） 2.4 11.4 8.1 14.6 17.9
令和３年１１月１日現在

職員数（人） 6 28 20

58 246

構成比（％） 2.4 11.4 8.1 14.6

36 44 54 58 246

17.9 22.0 23.6 100
令和４年２月１日現在

職員数（人） 6 28 20 36

４級 ３級 ２級

44 54

１級 合計

ウ　級別職員数

区             分
一     般　　事　　務　　・　　技　　術　　職

級 ７級 ６級 ５級
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（一般事務・技術職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員以外の職員）

（技能労務職　　級別の標準的な職務内容　再任用職員）

（特定任期付職員　　号別の標準的な職務内容）

１　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事す
る場合

４　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難
な業務に従事する場合

３　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業
務に従事する場合

２　　　　　号
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に
従事する場合

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 特　　　定　　　任　　　期　　　付　　　職　　　員

５　　　　　号
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難
な業務で重要なものに従事する場合

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

２　　　　　級 知識経験を必要とする業務を行う業務員の職務

１　　　　　級 単純な業務を行う業務員の職務

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

区　　　　　分 技　　　能　　　労　　　務　　　職

４　　　　　級 相当困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 困難な業務を行う業務員の職務

３　　　　　級 相当困難な業務を行う職務

２　　　　　級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

１　　　　　級 定型的な業務を行う職務

６　　　　　級 部次長、課長、館長、所長、認定こども園長及び主幹に相当する職務

５　　　　　級
課長補佐、認定こども園副園長、幼稚園長、保育園長、上席主任教諭及び上
席主任保育士に相当する職務

４　　　　　級 係長、主幹保育教諭、主任教諭及び主任保育士に相当する職務

区　　　　　分 一　　　般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

７　　　　　級 理事及び部長に相当する職務
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エ　昇給

国の制度 2.225 2.225 4.45 有

補 正 前 2.225 2.225 4.45 有

補 正 後 2.225 2.225 4.45 有

オ　期末手当・勤勉手当

区　　分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計

（月　分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備　考
６月(月分) １２月(月分)

号給数別内訳

１号給（人） 3 3

２号給（人） 23 21 2

５号給（人）

29 29

４号給（人） 169 169

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 251 249 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 224 222 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 89.2 89.2 100.0

号給数別内訳

１号給（人） 3 3

２号給（人） 24 22 2

５号給以上（人） 5 5

30 30

４号給（人） 155 155

補
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 251 249 2

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人） 217 215 2

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％） 86.5 86.3 100.0

区     　　　　　　　分 合　　　　計
代 表 的 な 職 種

一般職 技能労務職
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カ　定年退職に係る退職手当

キ　地域手当

ク　特殊勤務手当

ケ　その他の手当

住　　　居　　　手　　　当 同

通　　　勤　　　手　　　当 同

代表的な特殊勤務手当の名称
防疫作業従事手当
行旅病人又は行旅死亡人収容護送作業従事手当
犬、猫等死体処理従事手当

区　　　　　　　　　　　分 国 の 制 度 と の 異 同 差 　異 　の 　内 　容

扶　　　養　　　手　　　当 同

給料総額に対する比率（％） 0.002 0.002 －

支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( ％ )
( 令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 現 在 )

1.200 1.200 －

国の指定基準に基づく支給率
（ ％ ）

6 20

区　　　　分 全　　職　　種
代　表　的　な　職　種

一般職 技能労務職

支 給 率 （ ％ ） 6 20

支 給 対 象 職 員 数 （人） 250

区　　　　　　　　　　　　分 全職員

支 給 対 象 地 域 町内全域 東京都の特別区の区域

国の制度
（支給率）

24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

備考
その他の加
算措置等

支 給 率 24.586875 33.27075 47.70900 47.70900

区　　分
20年勤続の
者（月分）

25年勤続の
者（月分）

35年勤続の
者（月分）

最高限度
（月分）
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議 案 第 ２２ 号

令和３年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第１号）

令和３年度広陵町学校給食特別会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １ 条 既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ

２ ， ０ ０ ０ 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出

それぞれ３１３，２００千円とする。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金

額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、「 第 １ 表 歳 入

歳出予算補正」による。

令和４年３月４日提出

広陵町長 山 村 吉 由



- 152 - 



- 153 - 



- 154 - 



- 155 - 



- 156 - 



- 157 - 



- 158 - 



- 159 - 



- 160 - 



- 161 - 



- 162 - 



- 163 - 

議 案 第 ２ ３ 号

令 和 ３ 年 度 広 陵 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）

第１条 令和３年度広陵町水道事業会計の補正予算（第３号 ）

は、次に定めるところによる。

第 ２ 条 令 和 ３ 年 度 広 陵 町 水 道 事 業 会 計 予 算 第 ３ 条 に 定 め た

収 益 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を 次 の と お り 補 正 す る 。

収 入 （ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 １ 款 水 道 事 業 収 益 852, 4 1 5 2 0 , 0 9 0 8 7 2 , 5 0 5

第 １ 項 営 業 収 益 778, 7 2 0 2 0 , 0 9 0 7 9 8 , 8 1 0

支 出 （ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 １ 款 水 道 事 業 費 用 919, 8 8 1 1 4 , 0 0 0 9 3 3 , 8 8 1

第 １ 項 営 業 費 用 908, 5 7 2 1 4 , 0 0 0 9 2 2 , 5 7 2

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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既決予定額 補正予定額 合　　　計 備　　考

1
水道事業
収 益

852,415 20,090 872,505

1 営業収益 778,720 20,090 798,810

1 給水収益 722,625 20,090 742,715

既決予定額 補正予定額 合　　　計 備　　考

1
水道事業
費 用

919,881 14,000 933,881

1 営業費用 908,572 14,000 922,572

1
原水及び
浄 水 費

465,982 14,000 479,982

収益的支出
　（単位:千円）

款 項 目

１．令和３年度広陵町水道事業会計補正予算（第３号）

実 　施 　計 　画

　（単位:千円）

目

収益的収入

款 項
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２．令和３年度広陵町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

(単位：千円)

Ⅰ　事業活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純損失 △69,842

　　　減価償却費 205,326

　　　固定資産除却費 5,000

　　　退職給付引当金の増加額 2,704

　　　賞与引当金等の減少額 △52

　　　貸倒引当金の減少額 △23

　　　長期前受金戻入額 △72,538

　　　受取利息及び配当金 △922

　　　支払利息及び企業債取扱諸費 199

　  　営業及び営業外未収金増加額 △46

　　　棚卸資産の増加 △709

　　　営業及び営業外未払金・未払費用増加額 1,616

　　　小計 70,713

　　　受取利息及び配当金 922

　　　支払利息及び企業債取扱諸費 △199

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー① 71,436

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　固定資産取得・建設改良事業等実施額 △177,500

　　　国庫補助金による収入 22,750

　　　他会計補助金による収入 240

　　　工事負担金による収入 23,000

　　　投資活動に伴う未払金等の債務の減少額 △39,652

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 171,162

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出 △2,407

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー③ △ 2,407

Ⅳ　現金預金の減少額④＝①＋②＋③ △102,133

Ⅴ　現金預金の期首残高 1,479,520

Ⅵ　現金預金の期末残高 1,377,387
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（単位：千円）

1

有形固定資産

イ 土 地 489,575

ロ 立 木 151

ハ 建 物 206,383

減 価 償 却 累 計 額 △ 39,781 166,602

ニ 構 築 物 8,322,478

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,127,768 4,194,710

ホ 機 械 及 び 装 置 500,606

減 価 償 却 累 計 額 △ 156,433 344,173

へ 車 両 運 搬 具 12,735

減 価 償 却 累 計 額 △ 11,601 1,134

ト 工具器具及び備品 41,975

減 価 償 却 累 計 額 △ 32,053 9,922 5,206,267

投 資

イ 長 期 貸 付 金 500,000 500,000

投 資 合 計 500,000

固 定 資 産 合 計 5,706,267

２

現 金 預 金 1,377,387

未 収 金 63,873

貸 倒 引 当 金 △ 541 63,332

貯 蔵 品 17,685

流 動 資 産 合 計 1,458,404

資 産 合 計 7,164,671

（１）

３．令和３年度広陵町水道事業予定貸借対照表

（令和４年３月３１日現在）

（１）

流 動 資 産

  資     産     の     部

固 定 資 産

（２）

（２）

（３）
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（単位：千円）

  負     債     の     部

３

企 業 債

イ
建設改良等の財源に
充 て る 企 業 債 654 654

引 当 金

退 職 給 付 金 69,834 69,834

固 定 負 債 合 計 70,488

４

（１）企 業 債

イ
建設改良等の財源に
充 て る 企 業 債 2,137 2,137

（２）未 払 金 31,616

（３）引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 5,534 5,534

（３）預 り 金 5,000

（４）預 り 保 証 金 200

流 動 負 債 合 計 44,487

５

（１）長 期 前 受 金 3,641,475

（２）収 益 化 累 計 額 △ 2,158,986

繰 延 収 益 合 計 1,482,489

負 債 合 計 1,597,464

（１）

繰 延 収 益

流 動 負 債

（２）

固 定 負 債
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（単位：千円）

  資     本     の     部

６

（１）自 己 資 本 金 2,385,048

資 本 金 合 計 2,385,048

７

（１）資 本 剰 余 金

イ 工 事 負 担 金 2,404,530

ロ 受 贈 財 産 評 価 額 2,313

資 本 剰 余 金 合 計 2,406,843

（２）利 益 剰 余 金

イ 減 債 積 立 金 2,792

ロ 建 設 改 良 積 立 金 100,000

ハ 災 害 準 備 積 立 金 50,000

ニ 利 益 積 立 金 6,500

ホ 当年度未処分利益剰余金 616,024

利 益 余 剰 金 合 計 775,316

剰 余 金 合 計 3,182,159

資 本 合 計 5,567,207

負 債 資 本 合 計 7,164,671

資 本 金

剰 余 金
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４．令和３年度広陵町水道事業会計補正予算（第３号）

  　　　　　　　　 実施計画明細書

収益的収入

１　水道事業
　　収　　益 852,415 20,090 872,505

１　営業収益
778,720 20,090 798,810

１　給水収益
722,625 20,090 742,715

収益的支出

１　水道事業
　　費　　用 919,881 14,000 933,881

１　営業費用
908,572 14,000 922,572

１　原水及び
　　浄水費 465,982 14,000 479,982

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計



- 171 - 

（単位：千円）

節・細節 金　額 算　出　基　礎

１　水道使用料 20,090 有収水量　×　売価

3,623,000ｍ3×205円＝742,715,000円

(補正後)742,715,000円－(当初) 722,625,000円＝20,090,000円

（単位：千円）

節・細節 金　額 算　出　基　礎

32　受　水　費 14,000 2,153,000m3×130円×1.1＝307,879,000円

(3,891,415m3－2,153,000m3)×90円×1.1≒172,103,000円

307,879,000円＋172,103,000円＝479,982,000円

(補正後)479,982,000円－(当初) 465,982,000円＝14,000,000円

明　　　細

明　　　細
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議 案 第 ２ ４ 号

令和３年度広陵町下水道事業会計補正予算（第１号）

第 １ 条 令 和 ３ 年 度 広 陵 町 下 水 道 事 業 会 計 の 補 正 予 算 （ 第 １

号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 ２ 条 令 和 ３ 年 度 下 水 道 事 業 会 計 予 算 （ 以 下 「 予 算 」 と い

う 。 ） 第 ３ 条 に 定 め た 収 益 的 収 入 の 予 定 額 を 次 の と お り 補

正 す る 。

収 入 （ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 １ 款 下 水 道 事 業 収 益 1,1 5 5, 0 0 0 3 , 9 0 6 1 , 1 5 8 , 9 0 6

第 ２ 項 営 業 外 収 益 711, 3 6 9 3 , 9 0 6 7 1 5 , 2 7 5

第 ３ 条 予 算 第 ４ 条 本 文 括 弧 書 中 「 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足

す る 額 ２ ７ ７ ， ６ ５ ３ 千 円 」 を 「 資 本 的 支 出 額 に 対 し 不 足

す る 額 ２ ７ ７ ， ６ ９ ０ 千 円 」 に 、 「 当 年 度 利 益 剰 余 金 処 分

額 ８ ７ ， ５ ０ １ 千 円 」 を 「 当 年 度 利 益 剰 余 金 処 分 額 ８ ７ ，

５ ３ ８ 千 円 」 に 改 め 、 資 本 的 収 入 及 び 支 出 の 予 定 額 を 次 の

と お り 補 正 す る 。

収 入 （ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 １ 款 資 本 的 収 入 431, 3 8 7 1 5 , 7 0 0 4 4 7 , 0 8 7

第 ２ 項 企 業 債 229, 3 0 0 8 , 2 0 0 2 3 7 , 5 0 0

第 ４ 項 補 助 金 61, 50 0 7 , 5 0 0 6 9 , 0 0 0

支 出 （ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 １ 款 資 本 的 支 出 709, 0 4 0 1 5 , 7 3 7 7 2 4 , 7 7 7

第 １ 項 建 設 改 良 費 148, 5 6 1 1 5 , 7 3 7 1 6 4 , 2 9 8
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第 ４ 条 予 算 第 ５ 条 表 中 「 ６ ６ ， ８ ０ ０ 千 円 」 を 「 ７ ８ ， ８

０ ０ 千 円 」 に 、 「 ２ ５ ， ５ ０ ０ 千 円 」 を 「 ２ １ ， ７ ０ ０ 千

円 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める 。

（ 単 位 ： 千 円 ）

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

職 員 給 与 費 17, 09 0 7 3 7 1 7 , 8 2 7

第 ６ 条 予 算 第 ９ 条 中 「 ３ ２ ４ ， ３ ２ ４ 千 円 」 を 「 ３ ２ ８ ，

２ ３ ０ 千 円 」 に 改 め る 。

第 ７ 条 予 算 第 １ ０ 条 中 「 ８ ７ ， ５ ０ １ 千 円 」 を 「 ８ ７ ， ５

３ ８ 千 円 」 に 改 め る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由



- 175 - 

既決予定額 補正予定額 合　　　計 備　　考

1
下 水 道
事 業 収 益 1,155,000 3,906 1,158,906

2 営業外収益 711,369 3,906 715,275

2
他 会 計
補 助 金 183,737 3,906 187,643

既決予定額 補正予定額 合　　　計 備　　考

1
資 本 的
収 入 431,387 15,700 447,087

2 企 業 債 229,300 8,200 237,500

1 企 業 債 229,300 8,200 237,500

4 補 助 金 61,500 7,500 69,000

1 国庫補助金 52,500 7,500 60,000

既決予定額 補正予定額 合　　　計 備　　考

1
資 本 的
支 出 709,040 15,737 724,777

1 建設改良費 148,561 15,737 164,298

1 管路建設費 114,968 737 115,705

2 管路改良費 8,000 15,000 23,000

１．令和３年度広陵町下水道事業会計補正予算（第１号）

実 　施 　計 　画

　（単位:千円）

目

収益的収入

款 項

資本的支出
　（単位:千円）

款 項 目

資本的収入
　（単位:千円）

款 項 目
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２．令和３年度広陵町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

(令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで)

(単位：千円)

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　　当年度純利益 90,728

　　　減価償却費 716,769

　　　固定資産除却費 1,000

　　　退職給付引当金の増加額 1,260

　　　賞与引当金の増加額 40

　　　貸倒引当金の増加額 1

　　　長期前受金戻入額 △527,617

　　　支払利息及び企業債取扱諸費 80,510

　  　営業及び営業外未収金の増加額 △3,315

　　　営業及び営業外未払金・未払費用の増加額 37,435

　　　その他流動資産の増加額 △12,052

　　　小計 384,759

　　　支払利息及び企業債取扱諸費 △80,510

　　　業務活動によるキャッシュ・フロー① 304,249

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　固定資産の取得による支出 △150,224

　　　国庫補助金による収入 60,000

　　　県補助金による収入 9,000

　　　他会計補助金による収入 140,587

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー② 59,363

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 237,500

　　　建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出 △560,149

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー③ △ 322,649

Ⅳ　現金預金の増加額④＝①＋②＋③ 40,963

Ⅴ　現金預金の期首残高 51,632

Ⅵ　現金預金の期末残高 92,595
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地域

652

手当の
内訳

120

区　　分

比   較

補正前

補正後

手　　当 652

増 減 事 由 別 内 訳

467

0

増減額

78その他の増減分 異動に伴う増加給　　料 78

その他の増減分

合　　計
給　　　　　　与　　　　　　費

17,827

7

(千円)

管理職

17,090

２　　　給料及び手当の増減額の明細

３．　給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

１　　　総　　　括

法定福利費

4,088

一般職

0 737730

4,081

（単位：千円）

備  考

扶養

120

説  明

467

職員数

2

特別職

異動に伴う増加

(千円)

通勤

421

421

00

360

360

0

641

619

住居 時間外

0

120

120

0

330

330

(千円)

(人) (人)

計

13,009

13,739

2

報酬

(千円)

80

80

0

給料

(千円)

7,378

7,300

78

手当

(千円) (千円)

6,281

5,629

652

(千円) (千円)

区　分
(千円)(千円) (千円)

補正後

補正前

比　　　　較

区　　分

期末勤勉

(千円)

3,083

3,050

33

児童

(千円)

120

120

0

退職給付費

(千円)

1,260
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　　 　（等級別基準職務表　再任用職員以外の職員）

職務の級 基　準　と　な　る　職　務

７　　　　　級 部長の職務

１級

１　　　　　級 主事補若しくは技師補又は定型的な業務を行う職務

５　　　　　級 課長補佐の職務

４　　　　　級 係長の職務

３　　　　　級

37.0

（歳）

（円）

163,100

３　　　給料及び手当の状況

（１）　職員１人当たり給与

平 均 給 料 月 額

（円）

一　般　事　務　・　技　術　職

290,450

363,992

令和 ３ 年 １ 月 １ 日現在

４級

（３）　級別職員数

305,700

（２）　初任給

平 均 給 与 月 額 346,645

主事若しくは技師又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う職務

182,200

平 均 年 齢

一般事務・技術職区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分

２　　　　　級

50.0

６　　　　　級 部次長、課長及び主幹の職務

（円）

50.0

３級

平 均 給 料 月 額

平 均 給 与 月 額

 ２級
区  分

令和 ４ 年 １ 月 １ 日現在 （円）

級

163,100

区　　　　　　　　分

41.0

150,600

平 均 年 齢 （歳）

（単位：円）

150,600

50.0

合計

短　　　大　　　卒

高　　　校　　　卒

令和４年１月１日現在

令和３年１月１日現在

職員数（人）

職員数（人）

一  般　　　事　　　務　　　・　　　技　　　術　　　職

1

構成比（％）

2

大　　　学　　　卒

６級

50.0

100.0

　　　　　一　　　般　　　職　　　　　

21

５級

一般会計の制度

主任若しくは主任技師又は相当困難な業務を行う職務

構成比（％）

1

100.0

182,200

７級

1
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(４)　昇給

　

（６）　定年退職に係る退職手当

３号給（人）

2

扶　　　養　　　手　　　当

2

有

４号給（人） 2

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％）

５号給（人）

2

100.0

４号給（人）

５号給（人）

2

2昇給に係る職員数（Ｂ）　（人）

号給数別内訳

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　（％）

備　考

100.0

2

区　　分
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

補
　
正
　
後

職　　員　　数　（Ａ）　（人） 2

2.225 2.225

4.45

１２月 （月分）

支 給 率 計

６月  （月分）

支　給　期　別　支　給　率

2.225

（ 月分　）

昇給に係る職員数（Ｂ）　（人）

区  　　　　　　　分

一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同

（７）　その他の手当

区　　　　　　　　　　　　分

一般会計の制度

2

１号給（人）

３号給（人）

２号給（人）

１号給（人）

2

100.0

4.452.225

２号給（人）

有

合　　　　計

4.45

2.225

（５）　期末手当・勤勉手当

号給数別内訳

100.0

補
　
正
　
前

職　　員　　数　（Ａ）　（人）

同　一

住　　　居　　　手　　　当

通　　　勤　　　手　　　当

補　正　前

2.225補　正　後

同　一

47.70900

管 　 理  　職  　手  　当

同　一

同　一

同上

有

2

2

一般職（全職員）

代 表 的 な 職 種

差　異　の　内　容

同上同上同上
一般会計の

制度（支給率）

47.7090033.2707524.586875支 給 率

20年勤続の者
（月分）

区　　分
加算措置等

備考
そ の 他 の最高限度

（月分）
35年勤続の者

（月分）
25年勤続の者

（月分）
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（単位：千円）

1

有 形 固 定 資 産

イ 構 築 物 18,116,857

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,318,754 14,798,103

ロ 機 械 及 び 装 置 92,504

減 価 償 却 累 計 額 △ 51,634 40,870

ハ 工具、器具及び備品 300

減 価 償 却 累 計 額 0 300

有 形 固 定 資 産 合 計 14,839,273

無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 718,934

無 形 固 定 資 産 合 計 718,934

固 定 資 産 合 計 15,558,207

２

現 金 預 金 92,595

未 収 金 40,961

貸 倒 引 当 金 △ 219 40,742

流 動 資 産 合 計 133,337

資 産 合 計 15,691,544

（単位：千円）

３

企 業 債

イ 建設改良等の財源に

充てる企業債 4,972,306 4,972,306

引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 16,486 16,486

固 定 負 債 合 計 4,988,792

（２）

流 動 資 産

（１）

（２）

  負     債     の     部

固 定 負 債

（１）

４．令和３年度広陵町下水道事業予定貸借対照表

（令和４年３月３１日現在）

  資     産     の     部

固 定 資 産

（１）

（２）
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４

企 業 債

イ 建設改良等の財源に

充てる企業債 542,490 542,490

未 払 金 68,889

引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 1,240 1,240

流 動 負 債 合 計 612,619

５

長 期 前 受 金 11,971,347

収 益 化 累 計 額 △ 2,708,894

繰 延 収 益 合 計 9,262,453

負 債 合 計 14,863,864

６ 608,101

７

利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 219,579

利 益 剰 余 金 合 計 219,579

剰 余 金 合 計 219,579

資 本 合 計 827,680

負 債 資 本 合 計 15,691,544

（１）

繰 延 収 益

（１）

（２）

 資  本  の  部

資 本 金

流 動 負 債

（１）

（２）

（３）

剰 余 金
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５．令和３年度広陵町下水道事業会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　実施計画明細書

収益的収入

１　下水道事業 1,155,000 3,906 1,158,906
　　収　　　益 ２　営業外収益 711,369 3,906 715,275

２　他　会　計 183,737 3,906 187,643
　　補　助　金

資本的収入

１　資本的収入 431,387 15,700 447,087

２　企　業　債 229,300 8,200 237,500

１　企　業　債 229,300 8,200 237,500

４　補　助　金 61,500 7,500 69,000

１　国庫補助金 52,500 7,500 60,000

資本的支出

１　資本的支出 709,040 15,737 724,777

１　建設改良費 148,561 15,737 164,298

１　管路建設費 114,968 737 115,705

２　管路改良費 8,000 15,000 23,000

計

項 目 既決予定額 補正予定額 計

款 項 目 既決予定額 補正予定額

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

款
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（単位：千円）

節・細節 金　額 算　出　基　礎

１　他　会　計 3,906 一般会計繰入金

　　補　助　金 （補正）187,643千円－（当初）183,737千円＝3,906千円

（単位：千円）

節・細節 金　額 算　出　基　礎

１　公共下水道 12,000 公共下水道建設事業債

　　建設事業債 （補正）78,800千円－（当初）66,800千円＝12,000千円

２　流域下水道 △3,800 流域下水道事業債

　　事　業　債 （補正）21,700千円－（当初）25,500千円＝△3,800千円

１　国庫補助金 7,500 国庫補助金

（補正）60,000千円－（当初）52,500千円＝7,500千円

（単位：千円）

節・細節 金　額 算　出　基　礎

１　給　　　料 78 職員給料（１名）

（補正）2,678千円－（当初）2,600千円＝78千円

８　退職給付費 619 退職給付費（１人）

（補正）730千円－（当初）111千円＝619千円

38　賞与引当金 40 賞与引当金繰入額（１人）

　　繰　入　額 （補正）440千円－（当初）400千円＝40千円

33　工事請負費 15,000 ストックマネジメント計画に基づく管更生

（補正）15,000千円－（当初）0千円＝15,000千円

明　　　細

明　　　細

明　　　細
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注 記 

Ⅱ．予定貸借対照表等関連 

 １ 企業債の償還に係る一般会計の負担 

   貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に

償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は１，６５４，

４３９千円である。 

 ２ 引当金の取崩し 

（１） 賞与引当金の取崩し 

令和３年度において、期末・勤勉手当として２，９５９千円を支給することと

なったため、賞与引当金（賞与法定福利分含）１，２００千円を取り崩す。 
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議 案 第 ３ ３ 号

第 ５ 次 広 陵 町 総 合 計 画 を 定 め る こ と に つ い て

別 紙 の と お り 第 ５ 次 広 陵 町 総 合 計 画 を 定 め る こ と に つ い て 、

広 陵 町 議 会 基 本 条 例 （ 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 広 陵 町 条 例 第 ２ ４ 号 ）

第 １ ０ 条 の 規 定 に よ り 、 議 会 の 議 決 を 求 め る 。

令 和 ４ 年 ３ 月 ４ 日 提 出

広 陵 町 長 山 村 吉 由
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議 案 第 ３４ 号

奈良県広域消防組合規約の変更について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の

規定に基づき、奈良県広域消防組合規約（平成２６年奈良県

指令市町村第１０２０号）を別紙のとおり変更したいので、

同法第２９０条の規定により議会の議決を求める。

令和４年３月４日提出

広陵町長 山 村 吉 由
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奈良県広域消防組合規約の一部を変更する規約

奈良県広域消防組合規約（平成２６年奈良県指令市町村第１０２

０号）の一部を次のように変更する。

第５条第１項中「２５人」を「２６人」に改め、「長又は」を削

る。

第６条中「１年」を「２年」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 組合議員の任期の始期は、組合の条例で定める。

別表第６区分の項を次のように改める。

第６区分 吉野町、大淀町、下 ３人 吉 野 町 、 下 北 山
市町、黒滝村、天川 村、上北山村、川
村、下北山村、上北 上村及び東吉野村
山村、川上村及び東
吉野村 ２人 大淀町、下市町、

黒滝村及び天川村

附 則

（施行期日）

１ この規約は、令和４年７月１日から施行する。ただし、附則第

３項の規定は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。

（経過措置）

２ この規約の施行の日（以下「施行日」という。）の前日におい

て組合議員である者の任期は、その日に満了する。

（準備行為）

３ この規約による改正後の第５条第１項及び第６条に規定する必

要な行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うこ

とができる。
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